
建設業許可を取り消した建設業許可業者について，建設業法第29条の５第１項の規定により，次のとおり公告します。

令和４年　月

【注意事項】

・廃業届の提出による取消処分であり，違法行為等による取消処分ではありません。

・一覧にある業者の中には，一部の業種のみを廃業した業者も含まれています。

１　処分の内容

　建設業法第29条第１項の規定による取消し

２　処分の原因となった事実

　建設業を廃業した旨の届出があり，このことが，建設業法第29条第１項第４号の規定に該当する。

３　処分年月日，許可番号，商号又は名称，代表者氏名，主たる営業所の所在地及び取り消した許可

　次の表のとおり

　※処分年月日時点の状況です。

処分年月日 商号又は名称 代表者
全部廃業又は
一部廃業

取り消した許可業種

令和3年11月1日 広島県知事 （ 般 － 29 ） 第 31784 号 ユニテク（株） 山田　一暁 広島県廿日市市 串戸４－２－６ 一部廃業 防

令和3年11月1日 広島県知事 （ 般 － 30 ） 第 12458 号平和実業（株） 土井　敏幸 広島県広島市佐伯区 五日市町大字石内２０４７ 一部廃業 解

令和3年11月1日 広島県知事 （ 般 － 29 ） 第 36085 号 （株）三資堂 今井　義幸 広島県広島市佐伯区 杉並台１６－１３ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和3年11月2日 広島県知事 （ 般 － 28 ） 第 1037 号高橋ガラス建材（株） 高橋　英明 広島県呉市 本通６－８－１ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和3年11月5日 広島県知事 （ 般 － 2 ） 第 39582 号 (有)きりん建設 平岡　繁 広島県東広島市 黒瀬町市飯田１１５４ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和3年11月5日 広島県知事 （ 般特 － 1 ） 第 24143 号 （株）ヤマサキ 道口　撮美 広島県江田島市 江田島町秋月３－１－６ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和3年11月5日 広島県知事 （ 般 － 2 ） 第 35597 号 シンヨー建設 松本　孝明 広島県広島市安佐南区 東野３－７－３８－２ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和3年11月5日 広島県知事 （ 般 － 28 ） 第 26613 号 （有）沖田住宅設備 沖田　宗夫 広島県広島市西区 新庄町２３－１３ 一部廃業 解

令和3年11月5日 広島県知事 （ 般 － 30 ） 第 24704 号建装工業（有） 片岡　善教 広島県安芸郡府中町 石井城２－１１－２８ 一部廃業 解

令和3年11月5日 広島県知事 （ 般 － 28 ） 第 28469 号 （有）ケイエス建設 藤原　定則 広島県広島市南区 段原日出１－７－９ 一部廃業 解

令和3年11月5日 広島県知事 （ 般 － 28 ） 第 26412 号 （有）吉川工業 吉川　文雄 広島県広島市西区 高須１－１－２４ 一部廃業 建，大，屋，タ，内

令和3年11月5日 広島県知事 （ 特 － 2 ） 第 27972 号力山綜合建設（株） 力山　茂 広島県広島市西区 古江新町１３－１１ 一部廃業 建，大，屋，タ，内

令和3年11月5日 広島県知事 （ 般 － 1 ） 第 37034 号 （株）アスプロト 押越　信幸 広島県広島市佐伯区 坪井町４８６ 一部廃業 大，左，屋，タ，板，ガ，塗，防，内，絶，具

令和3年11月5日 広島県知事 （ 般 － 2 ） 第 39743 号 ＴＢＦ 垰　祐一 広島県広島市東区 福田1丁目２５７７－１６ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和3年11月12日 広島県知事 （ 般 － 2 ） 第 30517 号 ヤマダ工業（有） 山田　武司 広島県広島市安佐北区 深川４丁目１１－９ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和3年11月12日 広島県知事 （ 般 － 2 ） 第 39511 号原建具工場(株) 原　隆之 広島県三原市 新倉２－１２－１ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和3年11月12日 広島県知事 （ 般 － 1 ） 第 19552 号 （有）横山組 横山　義之 広島県福山市 新涯町２－１２－１２ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和3年11月15日 広島県知事 （ 般 － 1 ） 第 39354 号 （株）サンエイト 角田　聡太朗 広島県広島市西区 三篠町３－２４－２８－１０３ 一部廃業 解

令和3年11月15日 広島県知事 （ 般 － 1 ） 第 20937 号 （株）トーワ興産 野田　勝宏 広島県広島市佐伯区 五日市中央５－４－３６ 一部廃業 建，タ

令和3年11月15日 広島県知事 （ 般 － 29 ） 第 1929 号 （有）中岡工務店 中岡　哲 広島県広島市西区 大宮３－７－１４ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和3年11月15日 広島県知事 （ 般 － 30 ） 第 38771 号 （有）兼田美装 兼田　忠司 広島県広島市中区 舟入幸町５－２１ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和3年11月15日 広島県知事 （ 般 － 2 ） 第 22759 号白鳥商事（有） 平岡　孝雪 広島県三次市 四拾貫町７５０－２２ 一部廃業 建

令和3年11月19日 広島県知事 （ 般 － 3 ） 第 66 号 （株）広島中本組 中本　龍彦 広島県広島市東区 戸坂千足２－９－５ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

令和3年11月26日 広島県知事 （ 般 － 29 ） 第 16757 号新宅工務店 新宅　洋之 広島県三原市 明神２－３－２ 全部廃業 許可に係る全ての建設業

主たる営業所の所在地許可番号

公告

「土」土木工事業，「建」建築工事業，「大」大工工事業，「左」左官工事業，「と」とび・土工工事業，「石」石工事業，「屋」屋根工事業，「電」電気工事業，「管」管工事業，「タ」タイル・れんが・ブロック工事業，「鋼」鋼構造物工事
業，「筋」鉄筋工事業，「舗」舗装工事業，「しゅ」しゅんせつ工事業，「板」板金工事業，「ガ」カラス工事業，「塗」塗装工事業，「防」防水工事業，「内」内装仕上工事業，「機」機械器具設置工事業，「絶」熱絶縁工事業，「通」電気
通信工事業，「園」造園工事業，「井」さく井工事業，「具」建具工事業，「水」水道施設工事業，「消」消防施設工事業，「清」清掃施設工事業，「解」解体工事業


